
兵庫県こころのケアセンター外部評価委員会設置要綱

（設置）

兵庫県こころのケアセンター（以下「センター」という ）業績評価実施要綱（以第１条 。

下「要綱」という ）第２条第４項に基づき、センターに外部評価委員会（以下「委員。

会」という ）を置く。。

（所掌事務）

委員会は、センターの事業等（調査研究を除く ）の評価を行い、その結果を理事第２条 。

長に報告する。

（組織）

委員会は、委員１０人以内で組織する。第３条

２ 委員は、センターと利害関係のない外部有識者等の中から、理事長が委嘱する。

（委員の任期）

委員の任期は ２年とする ただし 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期第４条 、 。 、

は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任することができる。

（委員長）

委員会に委員長を置く。第５条

２ 委員長は、委員の互選によって選出する。

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

４ 委員長に事故があるとき 又は委員長が欠けたときは あらかじめ委員長が指名する委、 、

員が、その職務を代理する。

（会議）

委員会の会議（以下「会議」という。)は、委員長が招集する。第６条

２ 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

（部会）

委員会は 高度に専門的な観点から評価を行う必要がある場合は 委員会に部会を第７条 、 、

設けることができる。

２ 部会の運営については、別に定める。

（謝金）

委員が会議その他の委員会の職務に従事したときは、理事長が別に定めるところ第８条

により謝金を支払う。

（旅費）

委員が委員会の職務を行うために、会議等への出席のために旅行したときは、旅費第９条

を支給する。
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２ 前項の旅費の額は 職員等の旅費に関する条例 昭和35年兵庫県条例第44号 の規定に、 （ ）

準ずる。

（庶務）

委員会の庶務は、センター総務課において処理する。第10条

（その他）

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、理事長が別に第11条

定める。

附 則

この要綱は、平成１９年３月１３日から施行する。


